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○那谷屋正義君 民主党・新緑風会の那谷屋正義でございます。よろしくお願いいたしま

す。 
 二つ質問に入る前にお願いをしておきたいと思うんですが、一つは、最初に保岡議員の

あの答弁聞いて目玉飛び出したんですが、是非、質問時間が物すごく限られておりますの

で、私自身、四十五分じゃなくて一時間、二時間、三時間ぐらいの質問をいろいろさせて

いただきたいなと思っておるんですが、限られておりますので、是非御協力をお願いした

いということが一つあります。 
 それからもう一つは、先ほど民主党の方から提案がされたわけですけれども、憲法改正

に賛成している人も反対している政党もともに賛同し得るような公正かつ中立的なルール

とはいかなるものかという冷静な議論を通じてというふうなことがあるわけで、このこと

は非常に大事でありますから、どちらも共通の認識としてこうした話合いができるんじゃ

ないかと思いますので、与党案、民主党案出ておりますけれども、さらに、この間様々、

地方公聴会とかあるいは参考人質疑とか等々行っておりますので、そうしたことを踏まえ

る中でお答えをいただけるようにお願いをしたいというふうに思います。 
 そこで、一つ目なんですけれども、まず、国民投票運動の規制について百三条にあるわ

けでありますけれども、国民投票運動の要するに公務員に対する規制が一定されているふ

うにあるわけですけれども、その部分で、国家公務員法というのは、実は、国家公務員法

の基になったアメリカのハッチ法というのがあるんですね。これが、このハッチ法が一九

九三年にいわゆる政治的行為制限をしている部分について大改正を行って、その枠をほと

んどおおむね外したというふうな状況になっております。 
 そういう意味では、様々な、これからの公務員制度等にかかわってくるんだろうと思い

ますけれども、この法案を成立というか、考えていく中でそうしたことを踏まえて、その

ことを参考にするならば、やはり公務員のそうした特別な規制というものについてはこの

国民投票運動においては外していくべきではないかというふうに思うんですけれども、い

かがでしょうか。 
 
○衆議院議員（葉梨康弘君） お答えいたします。 
 私どもの法律においては、公務員法の世界における政治的行為の制限について私どもが

どうこう言う立場ではないというふうに考えております。少なくとも国民として、公務員

であっても、日本国民として行うような憲法の改正発議についての意見の表明だとかある

いは勧誘行為、これは自由にするような形で、各種のたくさんの法律ありますけれども、

公務員法を整備していくべきじゃないかというふうに思っております。 
 
○那谷屋正義君 そこで、公務員ということの中で、私は参議院議員になる前に学校の教



員をしておりましたので、そういう立場から、この教育者の国民投票運動にかかわる地位

利用という部分がまたこれ一応条文の中に触れてございます。 
 学校で、先ほど来から話がされていますように、テレビ等、新聞等でこの国民投票にか

かわるものは子供たちも当然知り得るわけですけれども、そうした中で、学校の中で子供

から、先生、先生はここの部分はどうなのというふうに聞かれることが必ずあると思いま

す。中には、おまえの先生どう考えているか聞いてこいなんというふうに、家から本当に

質問を持ったまま来る子もいると思うんですけれども、それに対して、その質問に対して、

例えばその先生が自分の意見を堂々と仮に述べたとしたとしますね。このことはこの地位

利用には私は入らないというふうに確信しているところでありますけれども、その理解で

よろしいかどうか、お願いいたします。 
 
○衆議院議員（葉梨康弘君） 意見の表明自体は当たりません。 
 それで、前にちょっと新聞等で、もう短く申し上げますけれども、私の答弁と船田委員

の答弁が違っているような報道がされたことがございますけれども、全然違っておりませ

ん。私、答弁に立つときに船田委員から、それは駄目だよねというような後押しを受けま

して答弁をした覚えがあるんです、前川委員の御質問だったと思いますが。 
 影響力を利用しての勧誘で、必ずこれを投票するようにしなさいよというようなことを

影響力を持って言えばそれは駄目だろうけれども、私はこういうふうに考えますよと、今

回の改正発議案は余りよろしくないねというような意見の表明をすること自体が、この地

位利用によって禁止されるというふうには私は考えておりません。 
 
○那谷屋正義君 子供たちにそれを聞かれたときに、先生はこう考えるからお父さんにも

そうするように言いなさいとか、そういうふうな答えをする人は余りいないと思いますけ

れども、そのときに、私はこう思いますよということを答えるということは、今言われた

ように地位利用には入らないんだろうというふうに思います。 
 多岐にわたってお聞きしたいので、ぽつぽつという途切れ途切れな質問になって申し訳

ないかもしれませんけれども、よろしくお願いします。 
 先ほど話がありました広報協議会でありますけれども、先ほど来から中立公平に、そし

て客観的にということが大変重要であるというふうに言われているわけであります。この

間、審議の中で、広報協議会の構成メンバーというものについて、これは各会派の、それ

に比例してというふうなお話がされているわけでありますけれども、それによると、先ほ

ど同僚議員の方からも質問がありましたように、本当に公平性、中立性というものが担保

できるのかどうかという問題は必ず残る部分だろうというふうに思うんですけれども、そ

の点についてはいかがでしょうか。 
 
○衆議院議員（船田元君） お答えいたします。 



 先ほどの白先生にもお答えしたところでございますが、やはり国会に置かれる機関でご

ざいます。したがって、この広報協議会もその例に倣って、やはり所属会派の人数に応じ

て配分をするということが私は適当であるというふうに思っております。 
 そういう中で話合いが行われるわけでございますけれども、やはり賛否平等ということ

については、この法案の中で平等に扱うということが各所に出てきておりますので、その

歯止めがある限り、私はその構成メンバーのいかんにかかわらず、それは担保すべきもの

であるし、担保されるものであるというふうに思っております。 
 広報協議会の議論というのは、単に各政党のエゴといいますか、言い分というものだけ

が通るということではありませんし、ましてや一つの政党の言い分が通るわけでもござい

ません。双方の話合いによりまして決定していくものでありますので、ここは公平性の担

保というのは十分に効くと、私はそう理解しております。 
 
○那谷屋正義君 これは私の考え方なんですけれども、その九十六条の部分でありますけ

れども、憲法九十六条の部分で、発議をするというところは、それはもう国会の仕事とし

てあるというふうに思いますし、それを国民に提示するわけですけれども、その提示する

段階のときには既にもう中立の立場でなければいけないんだろうというふうに思うんです

ね。 
 そのときに、何というんですか、三分の二でもって発議が確立して、そしてその中でま

たこういう協議会が設けられるというふうなことになったときに、賛成、反対というふう

な形の中でいうならば、やっぱり多数の方が多いわけで発議が成るわけですから、そうい

う意味では、やっぱり一人よりも二人、二人よりも三人、三人よりも五人というふうにし

てやっぱり様々な知恵が浮かんでくる。例えば、これは中立公平の問題だけでなしに、広

告の方法ですとか、そういった問題にも様々、賛成派の広告はこうある、こういうふうに

していきたいというふうなことをやったときに、やっぱりいろんな知恵が出てくるんだろ

うというふうに思うんです。 
 確かに少数派には配慮するというふうに書いてありますけれども、しかし、やはり一人

あるいは二人とかというふうなことになりますと、そこにはそのアイデアの部分で不平等

な部分というのもやっぱり出てくることが懸念されるわけですけれども、その点について

いかがでしょうか。 
 
○衆議院議員（船田元君） お答えいたします。 
 大きくは二つの御質問だと思いますが、最初は、やはり、なぜ国会議員がこの広報協議

会をやるべきなのか、そうでない場合にはどうなのか、こういう話だと思いますが、やは

り憲法改正原案というのは、これは突然出てくるものではありませんで、御承知のように

国会での議論を経て、憲法審査会で三年後から実際に議論をするわけでございますけれど

も、そういう中ででき上がってくる憲法原案、改正原案でございますから、やはりその議



論に加わった者、そして発議を行った者のこれは役割としてやはり国会議員がそれを適切

に広報するということは、これは重要なことだと思っております。その役割を担うために

国会議員による広報協議会が設置をされると、こう理解をしていただきたいと思っており

ます。 
 それからもう一つの、担保できるのかと、こういうことでございますけれども、先ほど

来申し上げておりますように、この広報協議会の議員の配分の規定はもちろんありますけ

れども、やはり国会で議論をする、そして各政党から代表の人々が出てそして議論をする

ということにおいては、やはり公平性というものを考えながら対応することが肝心であり

ます。やはり、各政党それぞれが独自の考え方を押し通そうとすると、やはりそれは大き

な問題となり、それが議論によって抑制されるということは、これは当然これまでも我々

の国会での議論で経験をしてきたことでございますので、その点は問題はないと思ってお

ります。 
 それから、第三者の意見を得るべきではないかという話もあると思いますけれども、こ

れについては、広報協議会のメンバーがやはり第三者を呼ぶなりあるいはその協力を得る

ことにより、あるいは意見を聴くということを十分にやって、様々な外部からのいろんな

アイデアを採用するということは、これは十分可能であるし、また私はやるべきであると

思っておりまして、そのような柔軟な運用、運営というものを広報協議会に期待をしてい

るわけでございます。 
 
○那谷屋正義君 今答弁いただきましたけれども、発議をし、それを国民に提示するまで

が国会議員の役目だというお話、それは私も理解できるところですけれども、しかし、国

民に提示するその状態のときというのは、もう既に中立性、公平性が担保できる状況であ

るべきだというふうにこの間の審議の中で私は感じてきているところなんですね。それが、

やはり今の、これまでの国会のいわゆる勢力比というか議員数の比でもってやられるとい

うふうなことになったときには、そこにはもう中立性の担保というものが逆にもう危険極

まりないものとして残ってしまうんではないかなというふうに私は感じるところなんです

けれども、この辺は意見がどうしても割れるところなのかなというふうにも思いますけれ

ども、是非やっぱりそこのところをこれから検討していかなければいけないんだろうとい

うふうに思っています。 
 この広報協議会は、再三、中立性、公平性ということを言われているわけですから、そ

して、それが条文に十分に担保されていない部分の中で、様々いろいろな疑問だとか懸念

だとかが出てくるわけですから、そういう意味では、そこのところはきっちりとやはりこ

れからも審議していかなきゃいけない部分だろうと、そして確認をしていかなきゃいけな

いんだろうというふうに思いますが、今のようなお答えになりますと、ちょっとやはりま

だまだその中立性という部分で心配な部分が残ると言わざるを得ない、そういう状況だと

いうふうに思います。 



 それから、国民投票の広報の部分でありますけれども、その広報の内容について、これ

も客観的、中立的にというふうにあるわけであります。そしてこれも、広報協議会の与党

案のメンバーによりますと、要するに国会議員が行うというふうになっておりますけれど

も、はっきり言って、非常に国民に、分かりやすさあるいは取っ付きやすさ、そして理解

をしてもらう、もらいやすさというふうな観点でいうならば、これは別に国会議員を軽視

しているわけではないんですけれども、なかなかやはり難しい。 
 今、同僚の白委員から質問ありましたけれども、そのマスコミのいわゆる常識みたいな

ものもなかなか理解していない議員というのも、私なんかは全然理解していないんです。

私がなるとは言っていませんけれども、しかしそういうふうな中で、例えばこうした広報

を作るためのいわゆる作業部会というふうなものみたいなものが、その専門的な人たちを、

やはりそこでやっていただく、そういったものが必要ではないかなというふうにも思うん

ですけれども、それはいかがでしょうか。 
 
○衆議院議員（船田元君） お答えいたします。 
 先ほどもちょっと答弁させていただきましたが、広報協議会、これは国会議員で構成を

するわけですけれども、この国会議員だけですべての作業をするというのはなかなか難し

いことだと思います。 
 今、那谷屋先生おっしゃったように、やはりマスコミの現状とかあるいは広告代理店の

現状とか、我々なかなか知り得ないところも多いわけでございますので、やはり専門家の

意見を聴くあるいは専門家に委嘱をする、そういうようなことも場合によっては必要だと

思います。ただ、もちろん最終的にその方法を決める、あるいは広報の中身、在り方を決

めるのはこれは国会議員、広報協議会の国会議員が決めるわけでありますが、それに至る

までの様々なアイデアの提示、あるいはどういう方法でやっていくかということについて

のいろんな意見を聴くと、こういったことは私は十分にこの広報協議会でできることであ

るし、むしろ私はやるべきであると、こう思っております。 
 
○那谷屋正義君 何度かそういう話をいただくんですけれども、しかし、そのことが条文

にやっぱり載っていないということはやはり致命的な部分だろうというふうに思うんです

ね。それがやはり担保されなければならない。それは時の政府によって本当に大きく変え

られる可能性もあるわけですから、そういう意味では、やはり条文にそのことをしっかり

と明記していくということが本当は必要なんではないかなということを指摘をさせていた

だきたいというふうに思います。 
 次に、憲法審査会についてちょっとお尋ねをしたいと思うんですけれども、この間、こ

の憲法審査会というものの中で、その具体的な姿、その憲法審査会の中で、例えば定足数

はどうなんだとか、あるいは議決要件はどうなんだとか、あるいは公聴会はやっぱりやる

必要があるだろうと、義務化するだとか、そういったものなどが併せてこの法案となって



出てくるべきではないかなというふうに思うんですけれども、その点についていかがでし

ょうか。 
 
○衆議院議員（赤松正雄君） お答えします。 
 今、那谷屋議員がおっしゃったような問題につきましては、憲法審査会が開かれる冒頭

の段階におきまして、衆参両院それぞれにおいて規定、どういうふうに運営をしていくか

ということにつきまして細かくは決めることになっております。 
 先ほど公聴会の開催云々とおっしゃいましたけれども、そういう問題、既に考えられる

ことは、公聴会の義務付け、あるいはまた閉会中審査についての特例、あるいはまた、審

査の段階から両院間の意思の疎通を図る必要性も考えられることから、合同審査会に関し

てその活性化と勧告権についての規定を設けることなど、こういったふうなことをしっか

り取り決めていくと、こういうことになっております。 
 
○那谷屋正義君 私は、この法案がやはり、この法案をもって様々なことの流れが一通り

分かるということが本来あるべき姿ではないかなと思うんですが、いろいろと、その委員

会によるとかその会によるとかというものが非常にちょっと多いんではないかなというふ

うに思っているところでありまして。 
 もう一つ憲法審査会についてお尋ねをしたいと思いますけれども、発議をする、そして

発議がされました、そしてその発議後ですけれども、この憲法審査会というものがどのよ

うな役割を持つのかということについて、これもはっきりしていないんではないかなとい

うふうに思います。 
 例えば、広報協議会で果たせなかったいわゆる説明的な機能というかそういった部分を、

審査会自身による審査報告書の公表ですとかあるいは概要の説明というふうなものという

のはその許容範囲になってくるのかなというふうにも思いますけれども、まあ具体的にそ

ういうふうになっていないからなかなか難しいということになるかもしれませんけれども、

いかがでしょうか。 
 
○衆議院議員（赤松正雄君） 那谷屋議員が今おっしゃったようなことは現時点で想定さ

れておりません。 
 
○那谷屋正義君 分かりました。 
 私は、やっぱりそうしたこともはっきりと見通しを持っていくことが必要だというふう

に思います。そして、先ほどの答弁の中で合同審査会のお話がありましたので、ちょっと

これについても触れさせていただきたいと思います。 
 これももう幾つか議論がされたところでありますけれども、合同審査会のところで勧告

という言葉が出てきます。勧告というと非常に、私たち、私のイメージからすると非常に



強制力があるなというイメージがあるんですけれども、これは強制力があるということで

はなくて、それを前提として各院の審査会はそれぞれ独立の立場で審査を行うというふう

に考えていいかどうか、お願いいたします。 
 
○衆議院議員（赤松正雄君） 那谷屋委員がおっしゃったとおり、勧告という言葉が持つ

非常に硬いイメージはありますが、おっしゃったとおり、両院それぞれの独自性にかんが

みてのことでございます。 
 
○那谷屋正義君 それから、三年間の凍結期間の中でのこの合同審査会の役目といいます

か、そういったものなんですが、これも審議をされておりましたけれども、しかしこれ、

答弁をされる方によって若干違いがあったりして、非常に分かりにくくなってきているん

ではないかなというふうに思うんですけれども、この三年間の凍結期間というものの中で

この合同審査会を開催するということがまず可能なのかどうかということをまず一つお聞

きしたいと思います。 
 
○衆議院議員（赤松正雄君） 今、那谷屋委員から、答弁する人間によって違うじゃない

かとおっしゃいましたけれども、そんなことはございませんで、法理論的に、いわゆる考

えられるべき可能性というものを細かくおっしゃったのが保岡委員でありまして、私は原

理的な、第一義的な物の考え方を、民主党が先ほど原案の説明をおっしゃったのと全く同

じ考え方でこの憲法審査会は動くようになっておると。そういう意味で、若干の思いの違

いというものがあって多少ニュアンスの違いはあったかもしれませんが、それは全然違わ

ない、同じでございます。 
 そういうことでございまして、合同審査会が実際に三年間の中で行われるかどうかとい

うことにつきましては、凍結期間中であっても行われる可能性はなしとしません。あり得

ます。 
 
○那谷屋正義君 次に、投票権者の年齢の部分であります。 
 これも、先ほど民主党の提案趣旨の理由の中から、（発言する者あり）ありがとうござい

ます、ありましたけれども、十八歳ということで、そして、与党案では向こう三年間の中

でというふうなことで、様々な法案もそれを合わせていくようにするんだということです

けれども、それが初回の国民投票というもののときに、投票権者が十八歳以上になってい

ない可能性があるわけですけれども、そのときはどういうふうにするのかなというふうに

思うんですけれども。 
 
○衆議院議員（葉梨康弘君） あれは附則で定めさしていただいておりまして、関係法令

が施行になる前、これが二十歳という形で読み替えるということになっております。 



 ただ、最前からずっとこの委員会でも答弁さしていただいていますとおり、この三年間

の間で確実に義務として法制の整備はしていくということでございます。 
 
○那谷屋正義君 今、整備をしていくということですけれども、その何というんですか、

前にというか、その間にそういうふうなことが起こった場合には当然十八歳になり切れな

い部分があるわけですから、そういうところは十八歳というふうな規定を設ける中でそれ

が実効あるものになっていかない可能性があるのではないかなというふうに思うんですけ

れども。 
 
○衆議院議員（葉梨康弘君） これも、例えば公選法がこの三年の間に整備されたとした

ら、その施行期日が半年後になります。あるいは、民法ですとあるいは施行期日というの

が先になるかも分かりません。いろいろなことを整備しなければなりませんから。 
 ですから、法の整備は三年間に行うんですけれども、それから例えば施行までに二年ぐ

らい掛かるというような状態も想定されるわけでございます。そのときには、やはり成人

年齢と合わせた形での投票権年齢というのを設定したいということで、私どもはその間は

二十歳という形で経過規定を置かしていただいているというわけでございます。 
 
○那谷屋正義君 やっぱりそういう意味では、民主党案の方の、もう十八歳というふうに

きっちりと規定をした方が分かりやすいのではないかというふうに思うところであります。 
 それから、今度は国民への説明の機会の確保ということで、この間いろいろと、やらせ

問題等、これは今回ではありませんけれども、昨年の暮れからそういった問題が出てきて

おりますけれども、こうした、何というのかな、国民は憲法改正について正確な知識を得

なきゃいけないという、これはもう大前提でありますけれども、この説明の機会というふ

うな場合にどういう形でこれが行われることになるのか、その辺はどういうふうに想定さ

れているのかお聞かせいただけたらと思うんですけれども。 
 
○衆議院議員（船田元君） お答えいたします。 
 私ども、この広報協議会を通じまして、新聞、テレビの無料枠、それから有料広告の部

分、先ほど来議論ありました、そういったことを通じてやる。それから、いわゆる広報協

議会そのものが制作する広報パンフレット、これは新聞の折り込みのような形になるんだ

と思いますけれども、そういうものでの広報活動というのを、これをきっちりとやらせて

いただきたいと思っております。 
 なお、当初私どもの原案にありました説明会につきましては、その後、これは分野の違

う、状況の違う話なんでありますが、いわゆる政府主催のタウンミーティングがかつてご

ざいましたけれども、今また別の形でスタートをしておりますけれども、以前の形のとき

にやはりいろいろな問題が発生をしまして、説明会の持ち方等々、非常に混乱をしたこと



がございます。私ども、その最中にこの議論をしてきたわけでございまして、このことを

どうしても意識せざるを得ないということで、いわゆる広報協議会が主催をするような説

明会というのは、ここはやはり相当これ議論をしていかなければいけないだろうというこ

とで当初の案から外さしていただいたと、こういった経緯がございました。 
 しかしながら、やはり各政党主催の説明会であるとか、あるいは各自治体が行うような

説明会とか、そういうことについてはこれは決して禁止をしているものではございません

で、これはいろいろな形で、いろんなグループが、又はいろんな政党がそれを行うという

ことを、これを私どもは一切禁止しておりません。これはむしろ盛んに行われることが望

ましいというふうに理解しております。 
 
○那谷屋正義君 もう時間ですので、一番聞きたかった部分がちょっと聞けないで残念な

んですが、いずれにしましても、まだまだ審議をすればするほど、この部分はどうなって

いるんだろうか、あるいは確認しなきゃいけない、あるいはここのところが落ちているじ

ゃないかとかいうものがたくさん出てきているなというふうに私は正直思っております。 
 そういう意味では、与野党を超えてその辺がしっかりと納得できる、そういうふうな形

でもってもっともっと審議をしていく必要があるということを最後に意見として言わせて

いただいて、質問を終わりたいと思います。 


